
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区自治協議会って何ですか？ 

“自治協議会”とは、佐世保市役所が地

域活性化の担い手として、地区公民館ごと

に設立を推進している市民団体です。 
平成27年度から市内全域で設立の準備

が始まり、中里皆瀬地区でも平成 28 年  

月に、各種団体の代表者や有識者の皆さん

が集まって協議を重ねてきました。そして

平成 29 年 11 月、“これからの中里皆瀬

地区をけん引する、新たな地域団体”とし

て設立されたのが「中里地区自治協議会」

です。市内 27 地区中 25 番目の設立とな

りました。 

自治協議会は何をするのですか？ 

自治協議会は佐世保市地域コミュニテ

ィ推進条例が制定され、その中で地域の中

核的な立場で地域の活性化や地域課題の

解決のために、様々な活動を展開する地域

活動団体と位置づけられ、去る平成 30 年

5 月に「認定書」が交付されています。 

これまで、生涯学習推進会や連合町内

会、青少年健全育成会が中心となって、

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中里皆瀬地区自治協議会に 

ご協力をお願いします 

中里皆瀬地区自治協議会会長 森 時彦 

地域の皆さまには、 

日ごろから地域活動 

にご理解とご協力を 

いただき、心から厚 

く御礼申し上げます。 

さて、中里皆瀬地 

区では、佐世保市が 

鋭意推進している地域コミュニティ事業に

応じて自治協議会を設立し年度をまたぎ早

くも 10 ケ月が経過いたしましたがまだま

だ取り組みは始まったばかりです。 

将来的な少子高齢化や人口減少時代の到

来を見据えたとき、地域住民が力を合わせ

て地域の活力を維持・発展させ「豊かな中里

皆瀬」を次代に引き継いでいくことが必要

であると考えます。 

このようなことから、これからの時代に

即した新たな仕組みを作っていく必要があ

ります。その具体的な取り組みが自治協議

会であると解しております。 

新たな試みには前例はありませんので手

探りでの取り組みとなりますが、地区の皆

さまとともにより良い将来を築いていきた

いと考えておりますので、皆さま方の更な

るご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

  平成 29 年 11 月 29 日、地区公民館文化ホールに地域諸団体の代表者及び有識者の皆さ

んが集い、新しい市民団体が設立されました。その団体名は「中里皆瀬地区自治協議会」。

地区の１０年後２０年後を見据え、新しいまちづくりを担う団体として設立されたのです。

今後、様々な活動を通して地域の皆さんと関わることになります。昨年 12 月第 1 号の発

刊以来、情報提供が遅れていましたが、地域に根ざし信頼される団体となるべく「中里皆

瀬自治協情報通信」として、定期的にお届けいたします。どうか本紙を通して自治協議会

へのご理解を頂きますようお願いいたします。  編集責任者 副会長 福川 正博 
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様々な地域活動が展開されてきました。例

えば、公民館まつり、つんの～で歩行ラリ

ー、精霊流し、環境美化活動等々です。こ

のように、地域の皆さんが総合的に取り組

んでいる活動を、今後は自治協議会が中心

となって一体的に取り組み、地域を盛り上

げていこうというものです。 

また、地域の災害への備えや、重大な課

題が出てきたとき、地域の皆さんが集まっ

て課題を協議し解決に向けて行動してい

く……こうした、自助機能を発揮する力も

自治協議会の大きな役割でもあります。 

“力を合わせる組織を作る” 

前記のような活動を実施していくため

には、地域のおもだった皆さんが集まり、

力を合わせて取り組む必要があるほか、そ

のための体制を作っていく必要が急務で

もあります。 

活動を担うには 5 つの専門部会（①総

務、②安全安心、③保健福祉、④青少年、

⑤環境美化）が創られており、それぞれに、

地域の各種団体や機関等の皆さんが参画

しています。それぞれの専門部会が主管

し、計画から実施までの部会長さんを中心

に事業推進を行っていくことになります。 

 “事務局体制の整備ができました” 

  

このように、皆でまちづくりに関わり、

皆で取り組んでいく……それが自治協議

会の大きなテーマと言えるでしょう。 

時間をかけて取り組みます 

ただ、現状として、以上のような取り組

みを短期間に進めることは困難がありま

す。中里皆瀬地区には、既に地域活動を実

施していく体制が整っていますので、この

体制を大切に自治協議会としての活動に

工夫、改編、統合しながら構築していくこ

とが必要でしょう。地元の自治協議会が他

地区に誇れる充実した団体に成長してい

くためご協力いただければ幸いです。 

※自治協議会の役員（理事）の皆さんを 

改めてご紹介します。 ※敬称略です。 

役 員 氏 名 兼務役職 

会 長 森  時彦 総務部会長 

副会長 

福田 豊昭 総務副部会長 

福川 正博 環境美化部会長 

萩山 義人 保健福祉部会長 

中島 庄二 青少年部会長 

会 計 山口 昭二 連合町内会役員 

理 事 福田 正文 安全安心部会長 

理 事 小川 正之 連合町内会役員 

理 事 森山 清志 環境美化部副会長 

理 事 濵村 幹雄 連合町内会役員 

理 事 田中 麗子 保健福祉部副部会長 

理 事 川口 早苗 青少年部副部会長 

理 事 宮原   弓 青少年部副部会長 

理 事  藤川 浩司 青少年部副部会長 

理 事  福田 史枝 青少年部副部会長 

理 事  中村  勝 保健福祉部副部会長 

理 事  岩崎 増彌 安全安心部副部会長 

理 事  辻  定男 安全安心部副部会長 

理 事  西牟田正美 安全安心部副部会長 

理 事  辻 とみ代 安全安心部会員 

理 事  橋本 ちづ 保健福祉部会員 

理 事  力武 一隆 青少年部会員 

理 事  出口由美子 自治協事務局長 
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多くの課題を抱えた 

船出ですが活動の中 

心となる事務局拠点 

整備や事務局長の地 

元選任などがありま 

した。９月１日付で事務局長として上本山

３組から推薦を受けた「出口由美子」さん

が就任。森会長から辞令が交付されまし

た。同日には、公民館２階図書室の一部に

事務室も開設が完了しました。出口由美子

事務局長と﨑村智子事務局員さんの２人

体制で事務局の事務を担当しています。 

☎･FAX 0956-55-4908 

 


